
 

   社会福祉法人 八幡平市社会福祉協議会 役員等の報酬および旅費規程 

 

                              平成18年３月１日 制定 

 （目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人八幡平市社会福祉協議会（以下「本会」という。）役員 

 等の報酬及び旅費に関する事項を定めることを目的とする。 

 

 （役員等） 

第２条 この規程で役員等とは、次の者をいう。 

 (１) 理事、監事 

 (２) 評議員 

 (３) その他会長が必要と認めた者 

２ 本会の役員は、非常勤とする。 

 

 （報酬の額及び支給方法） 

第３条 本会の役員等の報酬の額及び支給の方法は別表第１のとおりとする。 

２ 報酬は、八幡平市の常勤の特別職にある者及び一般職の職員が役員に就任したときは、 

 減額又は支給しないことがある。また、本会の職員が役員に就任したときは、これを支給 

 しない。 

３ 年度途中で就任された役員には、月額で計算した額を支給する。 

 

 （旅費） 

第４条 役員等の旅費は、次のとおり支給する。 

 (１) 会議等出席旅費は、交通費については職員旅費規程を準用し、日当は２,０００円を 

  支給する 

 (２) 特別な理由により上記により難い場合は、その都度会長が別に定める額とする 

 

  附 則 

 この規程は、平成１８年３月１日から施行する。 

  附 則 

 この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

  附 則 

  この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

  附 則 

  この規程は、平成２９年７月１日から施行する。 

  附 則 

  この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 



 

別表第１（第３条関係） 

役員等の報酬の額及び支給方法 

区  分 報 酬 の 額 支 給 の 時 期 

会 長  年額 １８０，０００円 
 ９月  ９０，０００円 

 ３月  ９０，０００円 

副 会 長  年額  ６０，０００円 
 ９月  ３０，０００円 

 ３月  ３０，０００円 

理   事  日額   ２，０００円  職務及び権限等遂行の都度 

監   事  日額   ２，０００円  職務及び権限等遂行の都度 

評 議 員  日額   ２，０００円  職務及び権限等遂行の都度 

その他会長 

が認めた者 
 日額   ２，０００円  職務及び権限等遂行の都度 

 


